
御相談は、お近くの商工会議所及び商工会 または、沖縄総合事務局

総務部 公正取引室（電話098-866-0049）までお願いします。

御利用ください！

独占禁止法相談ネットワーク

こんなときは・・・

✔ 下請取引のトラブル

✔ 消費税の転嫁拒否

✔ 取引先の販売価格
への関与

商工会議所及び商工会では
✔ 独占禁止法
✔ 下請法
✔ 消費税転嫁対策特別措置法

の相談を受け付けています。

内容・御希望により
公正取引委員会の窓口を
紹介します。
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